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多様な公務人材の登用・マネジメントに関連した現行制度上の課題 

―特に「常勤職員」中心主義に着目して 

早津 裕貴（金沢大学） 

 

１． 前提：典型的公務員像＝「常勤職員」とは何か？？ 

・フルタイム？／無期任用？／ローテーション人事？／公務員採用試験？？ 

→ 必ずしも法律がはっきりと定めている要素ばかりではない … 運用上、生成されてきた側面も大きい 

 

・定義？ 

「常時勤務に服する職員であり、常時勤務することを要する官職を占める職員である」 

（吉田耕三＝尾西雅博編『逐条国家公務員法〔第 2 次全訂版〕』（学陽書房、2023 年）77 頁〔植村隆生〕） 

…とは？（職の恒常性に着目した定義にも読めるが…〔→後述３〕） 

―何のため？ … 行政の安定性／専門性／中立性？ 

【示唆】何かが「絶対的」ということはないのでは…？ 

（むしろ、何を重視してきたのか、今後何を重視するのか…？） 

 

２．現行の常勤職種の典型例と課題 

・総合職：制作の企画立案、調査研究（＋調整）、管理等々／人事ローテーション 

・一般職：「定型的な事務」（≠単純労務）／ローテーションにつき、職務・勤務地変更の範

囲が限定的なので、専門性を帯びることも 

→ いずれも「ジェネラリスト」（なのか…？？） 

・専門職：多彩なようで狭い？（後掲別紙参照） 

 

【課題】一般行政事務の広範さ（目の粗さ） 

→ ⅰ）「常勤職員」にとってのニーズとの整合性（また、地方部局の位置づけ）の問題 

  ：「専門性重視」の職種の狭隘さ―若手職員の「魅力」とのギャップ？  

【背景】国家公務員新規採用職員においては、「公共のために仕事ができる」、「スケールの大きい仕事

ができる」、「仕事にやりがいがある」が志望動機の上位 3 つを占める 

（人事院「令和 5 年度の新規採用職員の就業意識―総合職試験等からの新規採用職員に対するアンケー

ト調査の結果の概要」人事院月報 891 号（2023 年）18 頁以下） 

→ 決して部署間調整やマネジメントに注力することではない ＋ ミスマッチの問題 

 

ⅱ）「専門性」を帯びつつも「漏れ出た類型」の位置づけの問題 

  → 一般職、あるいは、非常勤職員？ → 後者の例：ハローワークの相談員 

… 「定型的な事務」とは言い難いし、（単なる「愚痴聞き」〔＝単純労務〕などではなく）

マッチングのための多様な経験等も要するはずだが… 
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３．「無期雇用」かつ「フルタイム」のみが「常勤職員」であることの課題 

→「パートタイム」（1 日の労働時間が短い、あるいは、週の労働日数が少ない）は、あまね

く「非常勤職員」 

＝「有期雇用」にも直結、非恒常的職種（「毎年あっても、毎年ない」…？）の取扱い 

：明らかなフィクション？ 

― 労働時間の配分の問題と職の恒常性・継続性を混同することの問題点（c.f. ドイツ） 

／ただし、フルタイムからパートタイムへの移行（＝一旦「常勤職員」で採用された者の時短勤務への

移行）は、一定のニーズに合わせて可能（例：国家公務員の育児休業等に関する法律 12 条以下） 

【課題】「フルタイム」に固執することに意味はあるのか？ 

・勤務体制上、「フルタイム」が必然ではない職場・職種も多数あるはずだが… 

・個人的事情でそもそも「フルタイム」勤務できない者は要らない？ 

・（ローテーションを中心とする人事管理に支障をきたすとの意見もあるが）異動の必然性 

 

４．公務員採用試験が「常勤職員」の「常道」であることの課題 

【課題】何を何のために測るのか…？？ 

・（前述の意味での）多様な専門職種にとっては、一律の公務員採用試験が有用なわけではない 

→ 公務員制度の根幹的要請は「能力の実証」に基づいた採用等の実施（国家公務員法 33 条） 

 

・民間人材の中途採用：何が求められる「能力」なのか？ 

→ むしろ、従前の経歴と条件付採用（民間でいう「試用期間」）の方が重要？？ 

 

５．課題解決に向けた視点 

・ニーズに合わせた人事管理・制度設計の必要性 

 ：「ジェネラリスト」育成に固執しない人事管理・採用制度の多様化 

 【例】 

・管理・調整に特化したキャリアパスと専門性に特化したキャリアパスの複線化の強化？ 

・パートタイム常勤職員制度（語義矛盾の感はある）あるいは短時間正規職員制度の拡充？ 

・一定の資格・経験等に着目した採用（昇任／転換）制度の拡充？ 

 

…（より進んで）何をもって公務部門の魅力とするのか？  

・雇用の安定面：（不合理に）「非常勤職種」とされているものの再整理の必要性 

・報酬面：有為人材確保のために民間に勝てるだけの条件を用意できるのか？ 

・（本来の意味での）「やりがい」＝（本来の意味での）「公」に奉仕すること 

…「雑務」・「調整」ないし「上から降ってくる仕事」のみに忙殺されるのでないこと、ある

いは、専門性を発揮した「ボトムアップ型」の政策提言？―官民交流の課題でもある 

… 専門性との関係では、「マッチング」の問題も（キャリア設計のどの段階に位置づけるか？） 
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【別紙】 

【参考】一般職の職員の給与に関する法律 6条 1 項 

俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 

一 行政職俸給表（別表第一） 

イ 行政職俸給表（一） 

ロ 行政職俸給表（二） 

二 専門行政職俸給表（別表第二） 

三 税務職俸給表（別表第三） 

四 公安職俸給表（別表第四） 

イ 公安職俸給表（一） 

ロ 公安職俸給表（二） 

五 海事職俸給表（別表第五） 

イ 海事職俸給表（一） 

ロ 海事職俸給表（二） 

六 教育職俸給表（別表第六） 

イ 教育職俸給表（一） 

ロ 教育職俸給表（二） 

七 研究職俸給表（別表第七） 

八 医療職俸給表（別表第八） 

イ 医療職俸給表（一） 

ロ 医療職俸給表（二） 

ハ 医療職俸給表（三） 

九 福祉職俸給表（別表第九） 

十 専門スタッフ職俸給表（別表第十） 

十一 指定職俸給表（別表第十一） 

 

【参考】人事院規則 9－2（俸給表の適用範囲） 

（行政職俸給表（二）の適用範囲） 

第二条 行政職俸給表（二）は、次に掲げる職員に適用する。ただし、第一号から第八号までに掲げる者のうち、海事

職俸給表（二）の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く。 

一 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者 

二 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者 

三 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者 

四 機械工作工、電工、大工、印刷工、製図工、ガラス工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者 

五 建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者 

六 電話交換手の業務に従事する者 
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七 理容師、美容師、調理師等の家政的業務に従事する者 

八 前各号に準ずる技能的業務に従事する者 

九 総トン数五トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、総トン数三十トン未満の漁船及びその他しゆんせ

つ船等の作業船に乗り組む者並びに指令で指定する船舶に乗り組む者（公安職俸給表（二）の適用を受ける者及び指令

で指定する者を除く。） 

（専門行政職俸給表の適用範囲） 

第二条の二 専門行政職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。 

一 植物防疫所又は那覇植物防疫事務所の植物防疫官及び小笠原総合事務所に勤務する職員で小笠原諸島の復帰に伴う

村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令（昭和四十三年政令第二百十二号）第十条第二項の規定に基

づき植物防疫官の事務の処理に当たる者に指定されたもの 

二 動物検疫所の家畜防疫官 

三 特許庁の審査長、審査官、審査監理官、審判長、審判官及び指令で指定する職員 

四 沖縄総合事務局、国土交通省海事局、地方運輸局又は運輸監理部の海事技術専門官及び船舶検査官 

五 国土交通省航空局の航空情報管理管制運航情報官、技術管理航空管制技術官及び性能評価航空管制技術官並びに地

方航空局又は航空交通管制部のシステム運用管理官、管制保安部長、航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制

官、航空管制技術官、航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及びシステム管理

官 

六 沖縄総合事務局、国土交通省海事局、地方運輸局又は運輸監理部の海技試験官 

七 検疫所において港又は飛行場における検疫又は防疫の業務に従事する職員（医療職俸給表（一）、医療職俸給表（二）

又は指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。）で指令で指定するもの 

八 検疫所又は地方厚生局の食品衛生監視員 

九 国土交通省航空局の設計審査官及び飛行検査官その他の指令で指定する職員 

十 国土交通省航空局又は地方航空局の運航審査官、航空機検査官及び航空従事者試験官 

十一 航空保安大学校の教頭、研修調整官、教官、所長及び専門研修調整官 

十二 運輸安全委員会事務局の事故調査官 

（税務職俸給表の適用範囲） 

第三条 税務職俸給表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員に適用する。ただし、

次の各号に掲げる者を除く。 

一 国税庁の内部部局に勤務する者で、国税庁監察官、税務相談官、監督評価官、国税実査官、国税調査官、国税査察

官及び指令で指定する職員以外のもの 

二 国税不服審判所の所長、次長及び首席国税審判官 

三 国税局の局長 

四 行政職俸給表（二）の適用を受ける者 

五 その他指令で指定する者 

（公安職俸給表（一）の適用範囲） 

第四条 公安職俸給表（一）は、次に掲げる職員に適用する。 
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一 警察庁の警察官及び皇宮護衛官並びに都道府県警察の警察官（次に掲げる者を除く。）並びにこれらと同種の業務に

従事する職員で指令で指定するもの 

（１） 警察庁の長官、次長及び官房長並びに警察庁の内部部局の局長、部長及び課長 

（２） 警察大学校長 

（３） 科学警察研究所長 

（４） 皇宮警察本部長 

（５） 管区警察局の局長及び警察支局の支局長 

（６） その他指令で指定する者 

二 入国者収容所及び地方出入国在留管理局の入国警備官 

三 刑務所、少年刑務所、拘置所又は矯正管区に勤務する者並びに矯正研修所に勤務する研修第一部長、研修第二部長、

教頭、教官、効果検証官及び指令で指定する職員。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１） 矯正管区の管区長 

（２） 専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者 

（３） 行政職俸給表（二）又は医療職俸給表の適用を受ける者 

（４） その他指令で指定する者 

（公安職俸給表（二）の適用範囲） 

第五条 公安職俸給表（二）は、次に掲げる職員に適用する。 

一 検察庁に勤務する検察事務官及び公安調査庁に勤務する公安調査官。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１） 最高検察庁事務局長 

（２） 公安調査庁の長官及び次長並びに公安調査庁の内部部局の部長及び課長 

（３） 公安調査庁研修所長 

（４） 公安調査局の局長 

（５） 専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者 

（６） その他指令で指定する者 

二 少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に勤務する者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１） 専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者 

（２） 行政職俸給表（二）又は医療職俸給表の適用を受ける者 

（３） その他指令で指定する者 

三 海上保安庁警備救難部若しくは交通部の航行安全課若しくは安全対策課、海上保安学校又は管区海上保安本部に勤

務する者及びその他海上保安庁に勤務する者で船舶に乗り組むもの。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１） 海上保安庁警備救難部の部長及び課長並びに交通部の航行安全課長及び安全対策課長 

（２） 海上保安学校に勤務する者で副校長、分校長及び教官以外のもの 

（３） 管区海上保安本部の本部長及び次長 

（４） 管区海上保安本部の総務部、経理補給部、船舶技術部、海洋情報部若しくは交通部（航行安全課及び安全対策

課を除く。）又は警備救難部の船舶技術課に勤務する者（船舶に乗り組む者を除く。） 

（５） 専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者 
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（６） 第二条第一号から第八号までに掲げる者で船舶に乗り組む者以外のもの 

（７） 医療職俸給表（一）の適用を受ける者 

（８） その他指令で指定する者 

（海事職俸給表（一）の適用範囲） 

第六条 海事職俸給表（一）は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶（日本政府が借り入れた日本船舶以

外の船舶を含む。以下同じ。）に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士、事務長及び事務員その他こ

れらと同等の職務に従事する職員に適用する。ただし、次に掲げる者を除く。 

一 総トン数二十トン未満の船舶に乗り組む者 

二 公安職俸給表（二）又は医療職俸給表（一）の適用を受ける者 

（海事職俸給表（二）の適用範囲） 

第七条 海事職俸給表（二）は、次に掲げる職員に適用する。ただし、公安職俸給表（二）又は医療職俸給表（一）の

適用を受ける者を除く。 

一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶に乗り組む者（海事職俸給表（一）の適用を受ける者を除く。） 

二 沿海区域又は平水区域を航行区域とする日本船舶に乗り組む者（第二条第九号に掲げる者及び公安職俸給表（一）

の適用を受ける者を除く。） 

（教育職俸給表（一）の適用範囲） 

第八条 教育職俸給表（一）は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助

教に適用する。 

（教育職俸給表（二）の適用範囲） 

第九条 教育職俸給表（二）は、国立ハンセン病療養所に置かれる附属の看護師養成所又は国立障害者リハビリテーシ

ョンセンターの自立支援局の理療教育・就労支援部若しくは国立光明寮教務課若しくは学院に勤務し、教育に従事する

ことを本務とする職員（国立障害者リハビリテーションセンター学院にあつては、指令で指定する職員に限る。）に適用

する。 

第十条 削除 

（研究職俸給表の適用範囲） 

第十一条 研究職俸給表は、試験所、研究所若しくは指令で指定するこれらに準ずる機関又はその他の機関で指令で指

定する部課等に勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用する。た

だし、教育職俸給表（一）又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。 

（医療職俸給表（一）の適用範囲） 

第十二条 医療職俸給表（一）は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設及び検疫所等に

勤務し又は船舶に乗り組み、医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員に適用する。ただし、指定職俸給表の適

用を受ける者を除く。 

（医療職俸給表（二）の適用範囲） 

第十三条 医療職俸給表（二）は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学

校等に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。ただし、教育職俸給表（二）の適用を受ける者を除く。 

一 調剤に従事する薬剤師 
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二 栄養管理に従事する栄養士 

三 診療放射線技師及び診療エツクス線技師 

四 臨床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員 

五 臨床工学技士 

六 理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員 

七 視能訓練士その他の視能技術職員 

七の二 言語聴覚士 

八 義肢装具士 

九 歯科衛生士及び歯科技工士 

十 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師 

十一 その他指令で指定する医療技術職員 

（医療職俸給表（三）の適用範囲） 

第十四条 医療職俸給表（三）は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学

校等に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。ただし、

教育職俸給表の適用を受ける者を除く。 

（福祉職俸給表の適用範囲） 

第十四条の二 福祉職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。ただし、教育職俸給表（二）又は医療職俸給表の適用を

受ける者を除く。 

一 国立障害者リハビリテーションセンターに勤務する職員で次に掲げるもの 

（１） 管理部又は病院に勤務し、入院患者の指導、訓練又は療養、退院若しくは社会復帰に伴う問題に関する助言の

業務に従事する職員で指令で指定するもの 

（２） 自立支援局の総合相談支援部、第一自立訓練部、第二自立訓練部又は理療教育・就労支援部に勤務する職員で

次に掲げるもの 

（イ） 精神保健福祉士 

（ロ） 入所者の指導、心理若しくは職能の判定、訓練又は介護の業務に従事する職員で指令で指定するもの 

（３） 自立支援局国立光明寮に勤務し、入所者の指導、心理の判定又は訓練の業務に従事する職員で指令で指定する

もの 

（４） 自立支援局国立保養所に勤務し、入所者の指導、心理若しくは職能の判定、訓練又は介護の業務に従事する職

員で指令で指定するもの 

（５） 自立支援局国立福祉型障害児入所施設に勤務する児童指導員及び保育士 

二 国立児童自立支援施設に勤務する児童自立支援専門員及び児童生活支援員 

三 国立ハンセン病療養所に勤務し、入院患者の療養、退院又は社会復帰に伴う問題に関する助言又は指導の業務に従

事する職員で指令で指定するもの 

（専門スタッフ職俸給表の適用範囲） 

第十四条の三 専門スタッフ職俸給表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情

報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等を支援する業務に従事する職員とし
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て指令で指定する者に適用する。 

（指定職俸給表の適用範囲） 

第十五条 指定職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。 

一 事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者

庁長官及びこども家庭庁長官 

二 外局（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第三項の庁をいう。）の長官 

三 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣府審議官、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警

視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学

審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び

原子力規制庁長官 

四 国家行政組織法第三条第二項の省、会計検査院事務総局、人事院事務総局、内閣府、公正取引委員会事務総局、警

察庁、金融庁及びこども家庭庁の官房長及び局長 

五 気象大学校長及び海上保安大学校長 

六 経済社会総合研究所長 

七 規模の大きい試験所若しくは研究所又は困難な研究を行う試験所若しくは研究所の長（前号に掲げる職員を除く。）

で指令で指定するもの 

八 規模の大きい病院若しくは療養所又は困難な医療業務を行う病院若しくは療養所の長で指令で指定するもの 

九 その他前各号に掲げる職員に準ずる職員で指令で指定するもの 


